
農業委員会は、農地法に基づく権利移動の許可など、農地に関する事務全般を行うことに加

え、農地利用の最適化などを主な業務としており、毎月総会を開き、意思決定を行っている。

同委員会の主たる目的である農地利用の最適化を力強く進めるため、2015（平成27）年９月に

農業委員会法が改正され、農業委員は選挙制と市町村長の選任の併用から市町村長の任命に変更

となり、委員の過半数を原則として認定農業者とした。また、本改正により、担い手への利用集

積推進、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進といった農地利用の最適化の推進を担う

農地利用最適化推進委員の設置が必要となり、農地利用最適化推進委員は推薦・公募により農業

委員会が委嘱することとなった。

2004（平成16）年11月の合併時、本市には「西条市西条地区農業委員会」（選挙委員25人、選

任委員７人）と「西条市東予周桑地区農業委員会」（選挙委員60人、選任委員７人）があった

が、2005（平成17）年７月24日に「西条市農業委員会」（選挙委員40人、選任委員９人）に統合

された。西条市農業委員会は、農地部会と農政部会を置いて運営していたが、2017（平成29）年

７月に部会制を廃止し、新たに幹事会（会長、職務代理、農業委員５人、推進委員２人で構成）

を設置した。

2017（平成29）年７月24日の改選以降は、農業委員24人（うち令和６年度末時点においては、

中立委員１人、女性委員３人、青年委員３人）と農地利用最適化推進委員30人（西条地区10人、

東予地区９人、丹原地区７人、小松地区４人）の合計54人の委員が連携し、本市農業の健全な発

展に取り組んでいる。

同委員会では、「農業委員会の適正な事務実施について」に基づき、各年度の「目標及びその

達成に向けた活動の点検・評価」と「目標及びその達成に向けた活動計画」を決定し、公表して

いる。2022（令和４）年度からは毎年度、最適化活動の目標を設定し、その実施状況及び達成状

況について点検・評価し、農業委員会法によりその結果を公表している。

本市の農業委員会の事務局は市役所本庁にあり、西部支所に西部分室を配置して事務を行って

いる。また、2021（令和３）年から、同委員会の活動を知らせる広報誌「農業委員会だより」も

発行している。
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農地法に基づく権利移動の許可等の状況は、図表12-１-１のとおりである。

図表12-１-１　農地法に基づく権利移動の許可等の状況

農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画は、農用地について利用権の設定や移

転、所有権の移転を促進するもので、市が定める農業経営基盤強化促進に関する基本構想に基づ

き行われてきた。

2021（令和３）年12月に改正された基本構想において、おおむね10年後に効率的かつ安定的な

農業経営が地域における農用地の利用に占める面積のシェア（集積率）を60％とする目標が定め

られたが、2024（令和６）年度末時点における本市の集積率は、57.4％となっている。

国は、2023（令和５）年度までに農地の集積率を80％とする目標を掲げていたものの、目標の

達成が困難となったことから、農地の集約化と有効利用を一層促進するため、農業経営基盤強化

促進法等を改正し、農用地利用集積計画による利用権設定は、2025（令和７）年４月以降、農用

地利用集積等促進計画による農地中間管理機構を介した権利の設定等に一本化されることと

なった。

農用地利用集積計画に基づく権利設定の状況は、図表12-１-２のとおりである。
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図表12-１-２　農用地利用集積計画に基づく権利設定の状況

農業者年金は、農業者の老後生活の安定や農業者の確保を目的に国民年金の基礎年金に上乗せ

した公的年金制度で、1971（昭和46）年１月に発足し、2002（平成14）年１月に制度改正が行わ

れ新制度となった。

本市では合併後も引き続き、農業者年金基金から受託し制度加入への促進等を行っている。

標準小作料は、農業委員会が地域の小作料水準の目安として定めていたもので、農地の種類、

生産量、地形などの条件を考慮して、必要に応じて区分ごとに設定されており、農地の賃貸借契

約を結ぶときに、貸主と借主が小作料の額を決める際の参考とされていた。

2009（平成21）年６月の農地法の改正に伴い、標準小作料制度は廃止され、現在は、農業委員

会が過去１年間の実際に締結された農地の賃貸借契約における賃借料データを集計し、平均額、

最高額、最低額などの情報を提供するようになっている。
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選挙管理委員会は、選挙が公正に行われるように選挙に関わる事務を管理する自治体の行政委

員会である。行政機関の一つではあるが、公平性を保つため、首長から独立した執行機関となっ

ている。本市の選挙管理委員会は議会で選任された４人の委員と、事務局職員とで構成され、次

の業務を処理している。

①　委員会の招集及び議事に関すること

②　委員又は補充員との連絡に関すること

③　直接請求に関すること

④　公職選挙法の規定による選挙の管理、執行に関すること

⑤　最高裁判所裁判官国民審査法の規定による審査の事務に関すること

⑥　選挙の諸証明に関すること

⑦　選挙の啓発に関すること

⑧　明るい選挙の推進に関すること

⑨　検察審査会法の規定による検察審査員候補者の選定に関すること

⑩　特別法の住民投票に関すること

⑪　公職選挙法の規定による政治活動の規制に関すること

⑫　その他委員会の庶務に関すること

委員の任期は４年で、議員間の投票あるいは指名推薦により決定される。

委員会の運営は選挙管理委員会事務局が行い、2022（令和４）年８月の庁内組織再編後は、選

挙の時期によって事務局の所在地が本庁と小松サービスセンター間を移動する。

歴代の選挙管理委員は次のとおりである。

合併以降に執行された市・県・国政選挙等の状況は図表12-２-１、選挙人登録者の推移は図表

12-２-２のとおりである。
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図表12-２-１　合併以降に執行された市・県・国政選挙等の状況
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図表12-２-２　選挙人登録者の推移
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本市の監査委員は合併後２人であったが、2005（平成17）年４月から学識経験者を加えた３人

に増員している。行政運営に関し識見を有する委員２人（常勤１人、非常勤１人）及び市議会議

員から委員１人を選任している。

地方自治法の改正を受け、総務省が示した指針に基づき、西条市監査基準（令和２年４月１日

施行）を策定し、次の７項目の監査等を行っている。

①　財務監査

②　行政監査

③　財政援助団体等監査

④　決算審査

⑤　例月現金出納検査

⑥　基金運用状況審査

⑦　健全化判断比率等審査

2011（平成23）年度、2019（令和元）年度及び2024（令和６）年度には、準公金の取扱いにつ

いて行政監査を実施した。本市においては職務の関係上、市の歳入歳出である公金に属さない本

市以外の団体等が所有する現金預金である準公金を管理する場合があり、西条市会計規則の適用

対象外となっている。しかし、本市職員による準公金の取扱いにおいて事故等が発生した場合、

市の管理責任が問われることになるため、行政事務処理手続の適正確保の観点から行政監査を実

施した。準公金の取扱いはおおむね適正に処理されていたが、一部の団体等において出納簿や支

出伝票処理に不適切なものが見受けられたため、速やかに対策を講じ、適正な事務処理を行うよ

う求めた。

2013（平成25）年度には、第三セクターの㈱西条産業情報支援センターが市から受託した業務

の執行体制について市長から監査の要求があった。しかし、地方自治法に基づき、委託事業に係

る出納その他の事務については監査を行うことができないものと監査委員が判断した。

歴代の監査委員は図表12-３-１のとおりである。

第３章　監査
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日　野　徳　久

徳　増　竜　伍

東　元　道　明

徳　増　竜　伍

越　智　典　雄

阿　蘇　浩　造

飯　尾　　　正

徳　増　達　史

村　松　　　忍

高　橋　　　保

行　元　　　博

一　色　輝　雄

行　元　　　博

一　色　輝　雄

楠　　　　　學

越　智　啓　郎

黒　河　紘一郎

黒　河　紘一郎

伊　藤　孝　司

髙　橋　和　壽

伊　藤　孝　司

井　上　豊　實

図表12-３-１　監査委員就退任記録
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年度

件数

年度

件数

１　固定資産評価審査委員会

地方自治法及び地方税法に基づき、固定資産の価格に対する納税者の不服に対しては、市長か

ら独立した第三者機関として固定資産評価審査委員会を設置して、審査することになっている。

固定資産の価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日後３か月を経過する

日までに文書により同委員会に審査の申出をすることができる。

本市の委員の定数は４人で、市民、市税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識

経験を有する者のうちから、市議会の同意を得て、市長が選任する。委員の任期は３年だが、補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員会への申出件数の実績は図表12-４-１、歴代の委員は図表12-４-２のとおりである。

図表12-４-１　固定資産評価審査委員会　年度別申出件数

図表12-４-２　歴代固定資産評価審査委員会委員
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年度

件数

年度

件数

２　公平委員会

地方自治法及び地方公務員法により定められた職員の勤務条件に関する措置要求に対する審査

及び職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決を行う機関である。委員の定数

は３人で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関

し識見を有する者のうちから、市議会の同意を得て、市長が選任する。委員の任期は４年だが、

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員会への措置要求・審査請求件数の実績は図表12-４-３、歴代の委員は図表12-４-４のとお

りである。

図表12-４-３　公平委員会　年度別措置要求・審査請求件数
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図表12-４-４　歴代公平委員会委員
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